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保 険 産 業組 織 に おけ る「ター ン・オーバ ー」

現 象 と「ム ラ」的 思 考 の経 済 分析

一保 険市場 に 「シグナ リング均衡 」と 「カース ト均衡」は存在す るか?墜

高 尾 厚

1.序

伝統的な保険論は保険の特殊性(保 険に固有の法則性)を 過大に強謌 してき

たきらいがないではない1。それゆえ,そ れは保険制度をあたかも水中での 「く

らげ」あるいは 厂なまこ」のごとき軟体動物ひいては 「無脊椎動物」のごとく

とらえていた,と 比喩できよう。なぜならば,水 中では,強 く作用する浮力の

*本 稿 は,財 団法人 生命 保険文化研究所の1987年 度 研究助成 金を受 けた成果である。成

果公 表の遅 延を容赦された同研究助成 委員会 に深謝す る。・また,そ の作成に際 して筑

波大 学教授 酒井泰弘氏,京 都産業大学教授今 井薫氏,神 戸大学教授本多佑三氏,同 助

教授久本久男氏,同 丸山雅祥氏,同 末廣英生氏,同 助手小川進氏,さ らに京都大学大

学院生西村慶彦氏 よ り有益な コメ ントをえ たことに謝意 を表す る。 なおあ りうべ き不

完全性が専 ら筆者 に帰 され ることはいうまで もない。

1)田 村,1979,52-3ペ ージ。同稿 は,旧 来の保険学の立脚 した科学方法論 に関す るわ

が 国にお けるおそ らく最初の本 格的な検討であろ う。また,Karten(1981)に 準 じ

た箸方(1983)は いわゆ る 「保険団体論」に批判 的立場を とり,「 保険取引説」を採択

すべ きこ とを力説 した。さ らに,構 造主義に立脚 して,科 学 と しての保険学が満すべ
..........

き条 件を提示 したのが,谷 山(1988)で あ る。そ こでは,研 究者みずか らが考えぬいた
　 　 　 　 ロ 　 　 　 　 　 　 ロ

思想 を もろ もろの概念 ・知識によ り矛盾な く構造 化す ることの重要性が説かれてい る。

同氏 によれば,「 統一 する原 理がな く,バ ラバ ラ状態にある知識集合,… …こう した

無体 系的知識を大量 に もっていて も,そ れは学者 ではな(く)… …(せ いぜ い)博 覧強

記 とか 一 物知 りとか 一 呼ばれ る(に すぎない)」(16ペ ー ジ;()内 は引用者によ

る)。 な お,ド イッでは,Walder(1971)が つ とに保 険概念 の科学方法論的考察を試

みてお り,印 南(1972)は これをただち に書評 した。
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法則(ア ルキメデスの原理)に より万有引力の法則の作用が相殺される2の で,

引力に耐えるための頑丈な脊椎はさほど必要ないか らである。これに対 して本

稿でわれわれは,厂 陸上 という市場体制では,万 有引力にも相当する市場規律
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 コ 　 　 コ 　 　 コ 　

による自然淘汰の過程3で,大 半の経済制度 は『脊椎動物』として同一の骨格を

もらこととなる」 との[定 理1]4を 保険制度の分析にも適用する5。 より端的

には,い わゆる 「情報の経済学」の成果6を 利用 して,「情報偏在が不可避的な

保険市場では,そ の克服のためにいずれの方策がとられようとも資源が浪費さ

れ る」 こと 匚命題1-1]を 以下で指摘する。

第2章 では,ア カロフによる情報偏在下の労働市場モデル7を 検討する。 こ
齒
こでは,「2つ のプロトタイプのシグナル利用による市場均衡が完全情報下の

それよりもパレー ト劣位にある」こと[命 題2-1]が 明らかになる。

2)落 体 の 法 則 の作 用 の確 認 は,落 体 の比 重 よ り も溶 媒 の そ れ が 大 きい ば あ い,容 易 で

な い 。 た とえ ば,水 銀 液 中 に鉄 球 を 投 入 して も落下 せ ず,浮 遊 す るだ けで あ る。 そ れ

ゆ え,そ こ に は 引力 は作 用 して い な いか の よ うで あ る 。 しか し,こ の 鉄 球 も空 中 で は

浮 遊 せ ず,落 下 す る。

3)保 険 市 場 に お け る その 過 程 は た と え ば,① 産 業 革命 に よ る生 産 関 係 の 混 乱期 に お け

る 「友 愛 組 合 」 の 栄 枯 盛 衰,② 前 期 的 資本 が 範 疇 転化 を 迫 られ る際 の 「南 海 泡 沫 」 事

件 の 推 移 に み られ る ご と くで あ る。 前 者 につ い て は,水 島,1961,90-1ペ ー ジ;同,

1988,52ペ ー ジ;角 山 榮 ・川 北 稔(編),『 路 地 裏 の 大 英 帝 国 一 イ ギ リス 都 市 生 活

史 』,平 凡 社,1982,第5章 。 後 者 に つ い て,水 島,1961,例 え ば,53ペ ー ジ他;同,

1988,35ペ ー ジ;ジ ョ ン ・ トレイ ン(座 古義 之 訳),『 金 融 イ ソ ップ物 語 』,日 本 経

済 新 聞 社,1987,175-85ペ ー ジ。

4)こ の定 理 は,ベ ッカ ー(1976),ハ ー シュ ライ フ ァ(1980),マ ッケ ン ナ(1988)

の 記 述 を抽 象 す れ ば,容 易 に導 出 で き ょ う。

5)し か し,こ の試 み の正 当 性 が 現 実 の 保 険 現 象 の す べ て に つ いて 保 証 され るわ けで は

な い。 と は い え,保 険市 場 が ロバ ス トな 市 場 規 律 を の が れ て 永 続 す る こ と も不 可 能 で

あ る。 これ らの 点 につ い て は,水 島,1967,序2ペ ー ジ;大 塚,1977,170-9ペ ー ジ;

水 島,1988a,85-6ペ ー ジ;高 尾,同,1989a;1989b,102ペ ー ジ,注2;103ペ ー

ジ,注6;1989c,13-4ペ ー ジ。 大 塚,1977,170-9ペ ー ジ。

6)そ の概 要 に っ き,早 川,1986;高 尾,1989b,109-115ペ ー ジ;伊 藤 ・西 村,1989,

1-117ペ ー ジ,と くに9ペ ー ジ。

7)Cf.Akerlof,1976.
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第3章 では,こ のアカロフ ・モデルの論理構造を保険市場の二つの側面の説

明に利用する。第一のそれは,外 務員のいわゆる 「ター ン・オーバー」あるい

は過剰広告 ・過剰サービス(「 面倒見のよい保険」の開発)と いう現象である。

それは旧来,こ れ らの投入がカルテル体制下での売上高最大化実現のための唯

一の手段,よ り端的には非価格競争状態で価格を代理する内生変数だから,と

解釈されてきた8。 しか しこれは,不 確実性、ひいては情報偏在を陽表的に考慮

していない,オ ーソ ドックスな 「不完全競争市場理論」9を 基本的に借用 した

ものである。そこでは,情 報が偏在するばあいの資源の浪費が,そ うでないば

あいに比して緩和されるのか,促 進されるのか,は 考慮 されていない。

第二の側面は,独 占的超過利潤をむさぼる"cozy"(芥,1987,26ペ ージ)

なカルテル体制の厳存,あ るいは業界に独得の 「保険ムラ」(水島,1988,177

ページ)的 思考の伏在である。これ らは旧来,公 的規制による参入障壁に起因

するものと,換 言すれば競争圧力の不足による均衡の不達成のごとく,解 釈さ

れて きた。 しか し,コ ンテスタビリティーの理論によれば,明 文法(保 険業法)

も不文法(行 政指導)も 長期的には市場規律に包摂されるはずである。従 って,

当該制度が非効率的ならば,均 衡に向い 「市場の力」が働きだ し,超 過利潤は

結局消失するはずである。にもかかわらず,保 険業とほぼ同程度の公的規制下

にあった他業界とりわけ隣接の銀行 ・証券 ・信販業界ほどの激変が生損保業界

には少なくとも今 日まではみられない10。 かくて,こ れ らの事実を解釈するた

めには,い ま一つの新たな論理が提示されねばならない。本章ではこれらのオ

8)た とえば,水 島,1988,102-5ペ ー ジ。

9)そ の概要 につ いて は,高 尾,1989b,105-15ペ ー ジ。

10)近 年,民 間生保 と新旧共済 との合従連衡 の動 きがみ られ る。 この状況 のゲーム理論

によ るモデル分析 と して,藤 田,1985。 そ こでは先験 的に チキ ン ・ゲ ームが想定 され

て いる。 ゲーム理論 は非零 和二人 ゲーム として他 にい くつかの プロ トタイプ(た とえ

ば,「 囚人の ジレンマ」)を 用意 してお り,い ずれを採用すべ きか は,想 定 され る局

面 による。 くわ しくは,伊 賀,1979。 いずれにせよ,本 稿で検討す る 「カースト均衡」

概念 を とり込む こ とによ り藤田モデルは一層 精緻化で きるで あろう。
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.............

一ソ ドックスな解釈に矛盾せず,む しろそれ らを補完する追加的解釈が情報偏
の わ 　 　 　 　 　 　

在に関連 して可能な こと[命 題3-1]を 明 らかにする。

第4章 では,以 上の考察の要約 ・残された課題の提示をする。

∬.ア カ ロ フ ・モ デ ル の 検 討

H.1.基 本的枠組 一 情報偏在下の二つの市場均衡

「「一定の条件の下で」,分権的経済が効率的に作動 してい く上で,価 格情報

が必要かつ十分な情報である」(早 川,1986,41ペ ージ,注2)。 なぜな らば,
'
市場機構が経済財に関するあらゆる情報(た とえば,需 給量 所得,予 算,嗜

好,生 産技術,期 待)を 価格に翻訳す る超大型のコンピュータのごとき機能を

もつからである。 この理念型に相対的に近い実例 として株式市場や外為市場を

挙げることができる11。
q

これに対 して,労 働市場 ・中古品市場 ・保険市場のごとく,取 引される財貨

の質が不確実なばあい12,こ の機構は故障する一 「市場の失敗」の一類型130

・11)た だ し
,そ のばあい,イ ンサ イダーは参加 して いない 一 「通信 的不確実 性」 は存在

しない 一 との 前提条件が充足 されねばな らな い。 この点 につ き,高 尾1989b,108

ペー ジ,注12;同,136ペ ージ,注53。

12)よ り厳密には,品 質 について 「通信 的不確実性」が存在す るばあいである。なぜな

らば,品 質について 「環境的不確実性」の みが存在す るばあい 一 前 提によ り市 場参

加 者は 「機会主義的行動」を と らないのだか ら一,ア ロー(1974)の い う 「条件 付財」

の市場を創設すれば,品 質の不確実性 に応 じた財 の価格付 けが可能で,結 局,こ の不
　 　 　 　

確 実性は解消 され るか らで ある。 しか しこの市 場 も現実 には,そ の定義によ り参 加者

のプ ライヴァシーを尊重 しなければ な らない以上,.....q-rあ 参人 たま る毳乱を余儀な
　 　 　 　 　 む 　 　 　..............ロ

くされ,そ のため資源の誤配分が起 こり,経 済厚生 も低下す るので あ る。(く わ し く

は,高 尾,1989b,115-36ペ ー ジ,と くに129ペ ー ジ,注50を み よ。)要 す るに,こ

のよ うな市場では 「匿名 という外被 の下で,人 び とが 自己の選好 を偽 って模 索過程に

参加 し,不 当に高い利益をあ げるか もしれず,価 格機 構は,こ のよ うな可 能性を とり

のぞ くことがで きない」(室 田,1977,17ペ ー ジ右)の である。従 って,「 爵位 ・社会

的栄誉への渇望,成 り上 り者 の卑屈感 と優越 感の奇妙 な混淆,自 己顕示的消費」(中
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このとき市場参加者は,こ の故障を修復 し,取 引を円滑に遂行するために,品

質を的確に反映 しうる指標 ・・属性を重視するようになる。

労働市場を想定 してモデル分析を試みたアカロフのばあい,労 働力の質の判

定のために採用される指標は基本的に,労 働力提供者の 「活動」と 「出自」,換

言すれば 「短期的労働成果」と 厂社会制度」,で ある14。それらが相対立する関

係にあることは明 らかであろう15。

以下,ま ず 「活動」あるいは 「短期的労働成果」のみが,つ いでー「出自]あ

るいは 「既存の社会制度(の 典型 としてのインドのカース ト制における身分)」

のみが労働力の品質評価 として採用されたばあいに,お のおの,「 シグデ リン

グ均衡」および 「カース ト均衡」と呼ばれる状態 が生 じ,そ こでは資源の誤配

分 ・浪費が もたらされること[命 題2-1]を 確認 しよう。

村,...,250ペ ージ)を 特徴 と して もち,厂 機 に乗 じ計略を運 らし,狡 猾(こ す)く,

機 敏(す ば しこ)く 出 る」(同,2工0ペ ー ジ)こ とを宗 とするパ リヤ的行動 主体を排除

す るために,造 代衽会 な龠裁醐度(た 芝え1ま,註 丞 敢萌法.彳 シ吾彳夕二窺割法 。宅

建秦法 あ廟走,..Anc)孟y1nも這s冨e毒rるe繭 あ導犬)を 考案 ・季備 ・してい る。

13)「 市 場の失敗」は,こ れ以外の理由で も生 じる。 くわ しくは,高 尾1989b,107づ

一 ジ
,注9。

14)こ の要約 は,ア カ ロフ ・モデルを素描 した西村(1982)に 負 う。"

15)西 村(1982)に よれば,そ れ らはおのおの人 間の潜在能力 の評価 基準 としての 「す

ること」 と 「で ある こと」 とに対 応する。 同氏 は,社 会 学者 ・丸山真男に従 って,中

世か ら近世にいた るとともに後者 よ りも前者が 重視されるよ うになる とい う(45ぺL

ジ)。とはいえ,厂 す ること」の累積が 「で ある こと」 にな りうる とい う意 味で,両 基

準 は測定 期間に依存 して相対 的で あ ろう。 さ らに,そ のよ うな後者 か ら前者 への重み
　 　 　 コ 　 　 　............

づけの移動が有意味なのは,各 行動主体が自他の客観的位置づけについて正確な認識
　 　 　 　

(近代哲学)を もち うるほどに啓蒙 され るばあいである。翻 って,わ が国で後者(家 系・

出身 ・氏素性 ・肩書)の 基準 がいまなお重 用されがちなのは,こ のよ うな啓 蒙制度 が

不 備な こと(「読 み ・書き ・算盤」 とい う実 用本位 の教育制度 の偏重)の 反 映であろ う。

この点 につき,次 の記事を参照せ よ。 メ レデイス ・J・ボ ックス,「 外国女性 の目:肩

書 一 個人 の魅力が大切」 日本 経済新 聞,1989年5月2日 夕刊,第8面 。
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II.2.シ グナリング均衡16

A。 資源(労 働力)の 最適配分におよぼす情報偏在の効果を浮き彫 りにする,

という最終 目的の達成に先立 ち,ま ず情報偏在はない,よ り厳密には労働力の

品質について 「通信的不確実性」は存在 しないもの と仮定 しよう。 このときの

市場均衡点はパ レー ト最適であること[定 理2]を 以下,導 出す る。

(a)前 提

その導出に先立ち,さ ほど非現実的ではない次のような前提をおく。

イ。当該労働 「市場」では自由な参入 ・退出が保証されている。すなわち,

そこでは労働者 も使用者もその個人的目的を最大限に達成 させるべく,お のお

のの裁量下にある希少資源を自由に操作できる。

ロ,複 数の労働者の共同作業の成果は,生 産物 として使用者(雇 用者)に よ

り確認 される。 しかも,そ の成果にたいして個々の労働者がいずれの要素(労

働時間,労 働密度)を どの程度に投入 し,ど の程度に貢献 したのかも使用者は

知 りうる一 仮定より自明の大前提。

ハ.労 働者は職務適性の有無によって,労 働市場において占率50%で 二分さ

れ る。以下,そ の適性差は,最 適労働密度で計測 して1単 位あるものとする。

また,適 性のあるものをCタ イズ ないものをFタ イプと命名する。他の属性

についてはすべての労働者が平等に賦与されている。

二.労 働者(労 働力提供者)は,労 働か らえられる効用の最大化を所与の条

条下でめざす。

ホ。 この効用は,次 の二っの関係によってのみ規定される。一方で,労 働成

果への貢献に対 しての報酬として労働者がうけとる賃金の増加とともに,増 大す

る。 しかし,そ の増大の程度は労働者の職務の適性のいかんに無関係一 タイ

プのいかんにかかわ らず,賃 金の限界効用は同一 一 であるとす る。他方,そ

16)以 下の考察 は,ア カロフによる素 朴な文章的(verbal)記 述を代数学的に巧妙 に再

表現 した,Miyazaki(1977),酒 井(1982)を 再構成 した もので ある。
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れは,労 働密度の強化にともなうス トレスの増大 とともに,減 少す る。

へ.労 働密度の強化にともない労働者がうけるス トレスは,か れがその職務

に適性をもつ ほど(そ の仕事について有能なほど),そ れだけ一層小さく,従 っ

て限界負効用 もより小 さい。

ト.ス トレスを伴ないながらも生産される限界的労働成果は,労 働者に適性

があるほど,よ り大 きい。
　 　 　 の コ

チ。当該職務において,労 働成果は労働時間に正比例 して増大するものの,

労働密度の強化とともに逓減的1と増大する17。

リ.前 提,へ お よ び トよ りの 必然 的帰 結 と して,労 働 密 度(ス トレス)に 関

して,限 界 負 効 用 と限 界 生 産 力 と は逆 相 関 関係 に あ る(酒 井,1982,305ペ ー

ジ;池 尾,1985,22ペ ー ジ;丸 山,...,137ペ ー ジ)。

(b)定 式 化 一 モ デ ル の構 築

この よ うな 前提 条 件 を満 す労 働 市 場 に貫 徹 す る経 済法 則 の 摘 出 の た め の モ デ

ル を以 下 で 構 築 しよ う。

イ.労 働 者 の行 動 は 前 提 二 に よ り,次 式 群 で 示 され る制 約 条件 つ き最 大 化

問題 を解 く こ と と明 らか に 同値 で あ る。

MaxU=UCW,S)C2-1)
W,S

s.t.W=f(S) .(2-2)

こ こで,W≡ 名 目賃 金 率,S≡ 労 働 密 度 に と も な う ス トレス,U≡ 労 働 者 の労

働 に と もな う効 用 。 以 下,(1-2)式 を 目 的 関 数,(2-2)式 を 制 約 曲 線

(bindingcurve)と 呼 ぼ う。

17)こ のよ うな想定は,労 働密度の強化 とと もに,労 働者の 緊張の増大 ・疲労の累積 に

より労災あ るいは不良品を生 じさせ る可能性が大 となるという経験 則を加 味 した結果

であ る。
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ロ。このうち,ま ず(1-1)式 の特性を解明しよう。

前提ホによ り明らかに,効 用関数の形状について次式群が成立する。

∂U!∂W>0・(2-3)

∂U1∂S〈0(2-4)

揃 提へにより,労 働者に適性があるばあいとそうでないばあいとの無差別曲

線の形状に差異がある。 このことは,目 的関数を構成する効用関数(2-1)式

を全微分 して,さ らにUを 一定,つ まりdU=0と おいて,導 出される限界代

替率(MRS)を 各タイプの労働者につき比較すれば,確 認できる。つまり,

(一)(+)
MRS≡-dW/dS=U'(S}1U'働(2-5)

(2-5)式 の最右辺の分母は前提ホにより,タ イプのいかんにかかわらず正の

一定値をとる。他方,そ の分子の絶対値は,前 提へから明 らかに,Cタ イプよ

りFタ イプのばあい大きい。よって,同 一の職務(た とえば,点R)に たいす

る無差別曲線が,図1の ごとく,Cタ イプよりもFタ イプのばあい,急 勾配で

あることは明 らかである。

ハ.次 に制約曲線(2-2)式 の特性を明 らかにしよう。同式は,労 働者にと

って制約条件であるが,他 方で使用者の雇用条件でもある。なぜならば,わ れ

われは前提 イ により,契約 自由の原則が貫徹する労働 「市場」を想定 してお り,

雇用関係は両者の 「合意」なくば存在 しえないか らである。行論の便宜上,以

下では使用者の行動に焦点を当てなが ら,(2-2)式 を特定化 しよう。

われわれは,前 提チにより,こ の使用者の直面す る生産関数の構造を次式群

で表示できる。

F=F(L,S)≡TP(2-6)
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図1

封IF沂:を西ナi二、1982、 【XI13-4(b)

注:一 一部 分 を変 更 し た。

∂F1∂L>0(2-7)

azF/8L2=OC2-8)

∂F1∂S>0(2-9)

aZFias2<oca‐log

こ こで,F≡ 労働 成 果,TP≡ 総生 産物,L≡(労 働 時 間 で 計 測 され る)労 働 投

入,S≡(ス トレス 量 で 計 測 され る)労 働 密度,と す る。

この生 産 関数 の特 徴 は,(2-8)式 で 明 らか に,そ れ がLに 関 して 線形 同 次

(linearlyhomogeneous)で あ る こ とで あ る。 す な わ ち,dを 任意 の パ ラ メ

ー タ とす れ ば
,

F(,1L,S)=.iF(L,S)(2-11)

さて,前 提 イ に よ り,こ の使 用者 の行 動 は 次 式 で 示 され る。

Maxn(2-12)

L
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た だ し,π ≡R-C

=PF(L
,S)-WL(2-13)

こ こで,π ≡ 利潤,R≡ 生 産 物 売 却 に よ る収 入,C≡ 生 産 に要 す る費 用,P≡

生 産 物1単 位 当 り価 格 。

以 下 の 考察 を 容 易 にす るべ く,P=1と す れ ばWは 実 質 賃 金 率 と読 み 替 え

られ る と と も に,(2-13)式 は,次 式 の ご と く,簡 略 化 され る。

n=F(L,S)-WLC2-13)'

(2-13)'式 を,線 型 同 次 性 を 示 す(2--11)式 に よ り変 形 す れ ば,

π=F(L,S)-WL

=LFC1 ,S)-LW

=L{F(1 ,S)-W}(2-13)"

こ こで,F(1,S)≡f(S)'(2-14)

と定 義 す れ ば,(2-13)"式 は

π=L{f(S)-W}(2-13)'"

一方 で
,定 義 式(2-14)を(2-11)式 に よ り再度,変 形 す れ ば,

f(S)°FC1,S)

=LFC1 ,S)/L

e{F(L・1 ,S)}1L

=F(L
,S)1L(2-14)'

とな り,(⑳ 式 は 明 らか に所与 のSに 対 す るLの 平 均 生 産 物(AverageProd-

uct)を 示 して い る。

他 方 で,

(2-14)'式 にLを 辺 々,乗 じれ ば,

FCL,S)=Lf(S)(2-14)"

上 式 をLで 偏 微 分 す れ ば,
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aFCL,S)/aL=f(S)C2-15)

とな り,(2-14)式 は明 らか に所 与 のSに 対 す るLの 限界 生 産 物(Marginal

Product)を 示 して い る。

か くて 、(2-6),(2-7),(2-8),(2-9),(2-10),(2-14)',(2-15)

で 示 され る特 性 を もつ 生 産 関 数F(L,S)を 含 む,目 的 関数(12)の一 階 の 最 適

条 件,つ ま り使 用 者 の 主 体 均 衡 条 件 は次 式 で 示 さ れ る。

aniaL=oC2-16)18

こ こ で,利 潤 関数(13)を 変 形 した(13),,,式 に よ りそ の 具体 的 な 操作 をす れ ば,

8rr/8L=f(S)-W=OC2-16)'

す なわ ち,W=f(S)-MP(=AP)、(2-17)

この式 は,利 潤 の最 大 化 の た め使 用者 が,(労 働 密度 に 規 定 され る)労 働 の 限

界 生 産 物 に相 等 す る よ うに 実質 賃 金 率 を設 定 しな け れ ば な らな い とい う こ とを

意 味 す る。

最 後 に,(2-17)ひ い て は(2-2)式 の 形状 を,と りわ けCタ イ プ とFタ イ

プ との間 に い か な る差 異 が あ るか を,解 明 しよ う。

そ の形 状 は,前 提 ホ,す な わ ち(2-9),(2-10)両 式 に よ り生 産 関 数 がS

にっ い て 収穫 逓減 的 だ か ら,明 らか に右 上 りの 凹 曲 線 で あ る。 また,そ の 勾 配,

つ ま り生 産 関 数 のSに 関 す る二 階 偏 微 係 数(∵ ∂W1∂S=∂f1∂S=∂2F1∂S2)

は,ス トレス の 限 界 レベ ル の 増 大 に たい して 使 用 者 が 支 払 い を認 め る賃 金 率 の

18)な お,こ の モデル内では前提 チあ るいは(2-8)式 よ りLに 関 し線形 同次の生産

関数 を 想 定 したか ら,最 大 の ため の二 階条件 は満 た されな い(∵ ∂2π/∂L2≡

∂{f(S)-W}/∂L=∂{∂F/∂L}/∂L=∂2F/∂LZ=0)。 よって,①(2-13)'"式

にお いてf(S)>Wな らば,当 該 モデル外で決 まるLに 関する制約,よ り具体的には

肉体的 ・社会経済 的 ・文化 的理 由によ る労働時間の上限で利潤最大化が達成 され る。

②f(S)=Wな らば,Lが 任意 の値で最大利 潤0が え られる。③f(S)<Wな らば,

L=0に おいて最大利 潤0が え られ る。 ここで は第1な い し第2の ケ ースが アプ リオ

リーに賦与 されて いる,と の留保 条件が必要な ことの指摘を京都大学大学院学生 西 山

慶彦氏か ら受 けた。
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増分の比率を意味 している。従ってそれはまた,他 の条件を一定としたばあい

の,と りわけ労働投入量を固定 したばあいの,ス トレスと賃金率と間の限界代

替率と解す ることができる。その一般的性質(限 界代替率逓減の法則)に より,

ここでもその勾配は逓減 している。

両タイプ間の差異については,前 提ホにより同一ス トレスS下 で,限 界生産

物MP(=∂TP1∂L匿)がFタ イプよりCタ イプで明らかに大きい。よって,

同一ス トレスSを もたらす職務にたいす る限界生産物曲線が,図2の ごとく,

Fタ イプよりCタ イプのばあい,上 方に位置す ることは明らかである。

図2

出 戸斤:言酉ナ1:、1982、[剰13-4(a)

注:若Fの 修 正 を加 えた 。

MPc:Cタ イ フ の 限 界 生 産 物

MPe:Fタ イフ の それ

二.以 上で構築 したモデルの内容をわれわれは次のごとく要約できる。

(D参 入 ・退出が自由な労働市場で利潤最大化をめざす使用者(雇 用者)は

均衡状態では,制 約曲線(2-2)式 で示される労働密度 と賃金率 との関係を明

記 した雇用契約 しか締結 しない'一 労働需要条件[命 題2-2]。

(iD労 働者は,(2-2)式 に示された労働条件下で(2-1)式 に従って効用を
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最大化するべ く,賃 金率と労働密度 とを選択する19一 労働供給条件[命 題

2-.370

(liD労 働者の賃金率 と労働密度とに関する無差別曲線の勾配は,水 平軸に労

働密度,垂 直軸に賃金率をとれば,任 意の同一の職務についてCタ イプのそれ

よりもFタ イプのそれが急である[命 題2-4]。

(IV}労 働者の限界生産物は,任 意の同一の労働密度下ではFタ イプよりCタ

イプの方が大 きい[命 題2-5]。

(c}分 析 一 モデルの操作

イ.分 析のためのモデルの構築は以上で完了 した。次にこれを操作 して,所

期の目的を達成しよう。以下でなすべきことは,(D代 表的労働者が一人,代 表

的使用者 も一人のときの労働市場における均衡条件の導出,(II)Cタ イプとFタ

イプという二種類の労働者 と一人の使用者とが個別に雇用契約を結ぶときの市

場均衡条件の導出,で ある。いずれのケースの均衡状態 もパ レー ト最適である

こと[定 理2]が 判明するであろう。

ロ,労 働市場に代表的労働者が一人,代 表的使用者が一人 しかいないという

ことは,当 該職務の遂行能力につき同質で無数の労働者とその職務に対 して同

条件の待遇を提示する無数の使用者 とが対峙することと同値である。

このときの市場均衡は,(2-1)式 と(2-2)式 とで表わされる問題が解決

されたときに実現 され る。なぜならば,一 方で 匸命題2-2]に より(2-2)

式は,使 用者の利潤が最大化 され,他 に変更の余地を認めない労働条件を示 し,

他方で[命 題2-3]に より(2-1)式 は,労 働者 が労働 による効用を最大 と
.............

す ることを意味し,結 局そこで両当事者は最大の満足を享受 しているか らであ

る。 このとき,パ レー ト最適状態が実現していること 匚定理2]は 明らかであ

19)そ の解法 は,通 常の主体均衡理論で用 い られる線形 の制約条件下 の双曲線型の 目的

関数の ばあいと基本 的には同 じで ある。 よ って,こ こで もオーソ ドックスな ラグ ラン

ジュの未定乗数法 も援用 できる。 その試み として,酒 井,1982,3G3ペ ー ジ。
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る。(Q.E.D.)

その解は,幾 何学的には図3の ごとく,代 表的労働者に提示 される雇用条件

を示す1本 の制約曲線と,こ れに感 じるかれの満足を示す無差別曲線群 とを同

時に描 くことでえ られる。同図か ら明 らかに,そ れは使用者によって与え られ

た制約曲線と労働者の もつ無差別曲線 との接点E1に ある。 そこでは,一 般的

な主体均衡条件(限 界代替率均等の法則)と 同様に、制約曲線の限界代替率と

無差別曲線のそれ とが相等する。

出 所:酒 井 、1982、 図13-3

注:部 分 的 に 変 更 した 。

ハ.労 働市場でCタ イプとFタ イプ という二種類の労働者がおのおの別個に

雇用契約を締結する状況を想定する。この とき,前 提ロより使用者は労働者が

いずれのタイプに属するのかを正確に判定できるはずである。それゆえ,前 者

は後者の採用に際 してその適性に応 じた賃金体系を提示 し,そ れに労働者 も応
　 　 　 　 　 ロ 　

じるであろう。なぜならば 上述のごとくそのばあいにのみ,両 当事者の満足
コ 　 　 コ

が最大化 されるからである。 このばあい,図4に 示すごとく,各 人の能力に応
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じた 均衡E2,E3が 分 離 して え られ る[分 離均 衡(SeparateEquilibrium)

の成 立]200す な わ ち,Cタ イ プ に は 高 密度 で ス トレス の 大 きい 職務E2が 高 賃

金率で,ま たFタ イプには低密度でス トレスの小さい職務E3が 低 賃金率で提
..

供される。要するに,労 使間に情報の偏在がないばあい,質 に応 じて分離され
　 　 　 　 　 コ 　

た財ごとの市場が成立 し,そ こでパ レー ト最適状態が実現する。[定理2;Q.

E.D.]

図4

出 所:酒 井 、1982、 図13-5

注:原 図 に大 幅 に加 筆 した。

20)こ の論理構造 はオーソ ドックスな 「差別価格理 論」の それ と基本 的に同一で ある。

実際,こ こで も企業(使 用者)は,相 手(労 働者)の 選好 ・情報処理能 力ひいて は価

格弾力性 に応 じた市場分割 によ り利潤最大化 を達成 して いる。 この点 につき,倉 澤,

1983,219-20ペ ージ;高 尾,1989b,113ペ ー ジ,注21。
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B.次 に,労 働力の品質につき 「通信的不確実性」が存在するものと仮定しよう。

つまり,① 労働者は自分の提供する労働サービスの質につきよく理解できるもの
...................

の,② それを正直に伝達するインセ ンティブをもたない それゆえに 「情報

偏在」が生 じる ゴ21の に対 して,③ 使用者はそれを正確に判定 しえない,

と仮定する。 このとき,ケ ースAで の帰結とは異なるそれが導出され ることを

比較静学により証明 しよう。

イ。 このような仮定は,す でに設定 した前提のうち,第 二のそれが成立 しな

いものの,他 のそれ らは依然成立すると想定することを意味する。われわれの

課題は,こ のように与件が変化 したばあいに,そ れ以前に成立 していた均衡点

がいず こへ移動するのか,を 確認することである。

ロ.前 提ロが成立 しないとしても,労 働者の無差別曲線の以前の形状につい

ては一 少なくとも,労 働者が使用者の労務管理の限界に反応 して勤労意欲を

変更 させようと考え出すほどに,長 期間を想定 しないかぎり一 変更を加える

に及ばないことは明 らかである。む しろ,変 更すべきは,使 用者が労働者に提

示する制約曲線である。なぜならば,か れはいまや各タイプの労働者の能力 ・

適性を知ることができないからである。

ハ。 しかし,あ えて労働者の能力を判定すべ くかれ らの最適労働密度 ・最適
　 　 　 　

ス トレスを自己申告 させたとしても,仮 定②により正確な情報がえられる保証

はない。その結果,使 用者は,個 々の労働者の適性に応 じた賃金体系ではな く,

む しろ共同生産の成果を単純平均する賃金体系を提示せざるをえない。それゆ

え,労 働者に提示される制約曲線は,以 前のケースAの ばあいとは異なり,図

5に 示すごとく,Cタ イプのMPcとFタ イプのMPFと を単純平均 したDP

となる。すなわち,そ れは労働者の適性 ・能力差を一切度外視した画一賃金体

21)そ の発生の メカニズ ムにつ いては,Williamson(1975)を みよ。なお,高 尾(1978)

はすでに,組 織一般に成立す るかれのロジ ック 「組 緯の失 敗」の フレーム ワーク

ー が保険市場の分析 に も援 用できる ことを指摘 した。
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系 とな る。

二 .こ の よ うな 条 件 下 で,各 タ イ プの 労 働 者 が いか な る均 衡 点 を え らぶ か を,

次 に検 討 しよ う。

〔1}Fタ イ プ は,図5の ご と くCタ イ プ と共 通 の 制 約 曲線DPが 提 示 され た

ば あ い,最 適 ス トレスS1で か つ て え られ たUF1水 準 よ り も上 位 のUF2を 提 供

しう る限 りで,過 剰 ス トレスS2下 の 職 務E4を と りあ え ず選 択 す るで あ ろ う。
ロ 　

これ は,採 用 時 にか れ が 最 適 ス トレス ・レベルS1を 偽 り,過 剰 「ス トレス ・レ
　 　 　 　

ベルS2が 自分には最適だ。」と過大 申告して,Cタ イプの貢献がより大であ
...........

る共同生産物に一 情報偏在の逆用により一 ただ乗 り(FreeRide)し て

同一待遇を享受することを意味する。

(IUし かし,こ の一括均衡点E4は,Fタ イプの労働者の反応(対 抗戦略)

により,永 続 しない。なぜならば,Cタ イプはFタ イプとの画一的扱いを回避
　 コ 　 　 コ 　 　

し,後 者 との差異を明確するべ く,か れにとっての最適ス トレスS2を 伴うE4
..........

ではなく,む しろ過剰なS3を 必要とする職務E5を 自発 的に選択するからで

ある。このとき,前 提ハにおける定義により,Fタ イプはCタ イプに追随でき

ず,つ いには 「振り切られる」。
............

(iiiこ の よ うなFタ イプ とCタ イ プ との 「自 己選 択 」(Self‐Selection)行

　

動 の 観 察 によ り各 タ イ プの 仕 分 が 可 能 と な った,使 用 者 が 一 律 の 賃 金 体 系 を 解

消 して,再 度 、 能 力 別 賃 金 体 系 を提 示 して 実 現 す る均 衡 点 は,結 局Fタ イ プで

はE3,Cタ イ プで はE6と な る。こ の よ う に して 得 られ る均 衡 を 「シ グ ナ リン

グ均 衡 」(SignalingEquilibrium)と 定 義 し,以 下 で 「S一 均 衡 」 と略 称 しよ

う。[極 端 な分 離 均 衡 の実 現]22

22)た だ し,こ こでの帰結が 唯一の解(UniqueSolution)で は な い ことに注意 すべ

きであ る。無差別曲線 と制約 曲線 との形状 および組合せ のいかんで は,別 の二つ の解

(情報 偏在 のないばあい と同様 の分 離均衡 お よび情報 偏 在下 の一括 均衡[Pooling

Equilibriumコ)が え られ る(Miyazaki,1977,p.404.)。 この点 の具体的な分析 と

して,酒 井,1982,308-10ペ ージ。 いず れにせ よ,こ こでは幾何学 のみによる分析 の
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(iv)以 上 の帰 結 を 一 般 化 して,品 質 タ イ プがN(≧2)個 あ る ば あ い を想 定

す れ ば,次 の[定 理3]を 導 出で き る。 「タ イ プ1の 労 働 者 はS1=1な る密

度 の 所 で 労 働 す るが,そ の 他 の タ イプn(n=2,…,N)の 労 働 者 は,S。=

n+1と い う過度 の 密 度 の 所 で 労 働 す る こ とを 強 い られ て しま う。」(酒 井,

1982,312ペ ー ジ)23。

ホ.こ の と き実 現 され た 経 済 厚 生 を,情 報 偏 在 の な い ケ ー スAの それ と 比較

しよ う。

〔i}Fタ イプ の ば あ い,ケ ー スAと ケ ー スBと の いず れ も,か れ に と り最適

の ス トレスS1に お い て,MPFと 接 す る無 差 別 曲線UF1の 表 す 最 大 の効 用 水

準 が え られ,差 異 は な い 。

〔iDCタ イプ の ば あ い,ケ ー スAで は,か れ に と り最 適 の ス トレスS2が 選

択 され,そ こで はMPcと 接 す る無 差 別 曲線Uc3の 表 す 最 大 の 効 用 水 準 が え ら

れ る。 これ に た い して,ケ ース(B)で は,過 剰 ス トレスS3が 選 択 され る た め,

均 衡 点E6で はMPcと 無 差 別 曲 線Uc2と は接 す る こ とな く,む し ろ 交 差 す

る 。 結 局,情 報 偏 在 の な いば あ い の 最 適 状 態 で の 最 大 効 用UC3よ り も パ レ ー

ト劣位 に あ る,効 用Uc2し か え られ な い24。

へ .わ れ わ れ は 以 上 で,財 の 品 質 につ いて の 情 報 が 偏 在 し,厂 通 信 的不 確 実
　 　 　 　 　 　 コ

性」が存在するゆえに,そ の克服のためにその財の売手の自己申告による 「活

動(能 力)」あるいは 「短期的労働成果」が品質のシグナルとして採用されたば

あいに,資 源の過剰投入によ り経済厚生が損なわれること[命 題2-1],を 明

曖 昧 さ に留 意 す べ きで あ る。 こ の点 につ き,高 尾,1989b,104ペ ー ジ,注7。

23)Akerlofは この[定 理3]を 巧 妙 な 数 学 的 帰 納 法 に よ り導 出 した。Cf.1976,pp.

604-6。

24)こ の 論 理 構 造 は,Rothschild=Stiglitz(1976)と 基 本 的 に等 価 で あ る。 と もに,

情 報 「偏 」 在 下 で の 自己 選 択 均 衡 が 情 報 「遍 」 在 下 で の そ れ よ りパ レー ト劣 位 あ る こ

とを 意 味 す るか らで あ る 。 この 点 に つ き くわ しくは,高 尾,1989c,123ペ ー ジ,命

題3-4。
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らか に したo

図5

W

0

出所:酒 井 、1982、 図13-8(a)お よび(b)

注:両 図 を合成 し、適 宜省略 した。 なお、

原図でUF2に 相 当す る無差別曲線の形状

につ き、明 らかな誤 りが あると判断 され

るので修正 した。

1.3.カ ース ト均衡25

A.ア カロフは,取 引される財貨(労 働力)の 不確実な質が,そ の財貨の属

する 「集団の出自」あるいは 「既存の社会制度」により評価されるばあい,い

かなる帰結がもたらされるかを解明した。そのさいに想定される具体例は,イ

ンドに実在す るカース ト制度である。容易に推測できるごとく,こ こでの帰結

25)以 下 は,Akerlof,1976,pp .611-5を パ ラフ レーズ した もの で あ る。 な お カ ー ス ト

に お け る 暗 黙 の ル ー ル(エ ー トス)に っ き,大 塚,1964,第 六 章,と くに165-8ペ ー

ジ;同,1977,189-205ペ ー ジ を み よ 。
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(均 衡 解)は 「経 済 の低 位 平 準 化 ・低 迷 」(資 源 の誤 配 分)と い う もの で あ る。

(a}前 提

以 下,均 衡 状 態 に あ る カ ー ス ト制 度 の モ デ ル構 築 に 先 立 ち,当 該 モ デ ル の 構

造 を規 定 す る4つ の 前 提 を 明示 しよ う(Akerlof,1976,pp.612-3)。

イ.こ の制 度 は 次 の 技 術 構 造(T)を もっ 。

(i)制 度 の 維 持 に必 要 な職 種 は次 の三 タ イ プ か ら成 る。 す な わ ち,熟 練 職

(SkiIIedJobs;以 下,タ イ プSKと 略称),非 熟 練 職(UnskilledJobs;

同 様 に,タ イ プU),単 純 職(Scavenging;同 様 に,タ イ プSC)。(T1)

(II)生 産 物 は,相 互 に異 な るn個 に仕 分 け され る。 お の お の は 、ie1,…,

nと 可 番 的(識 別 可 能)で あ る。(T2)

(iiDT1の ご と き職 種 に よ り生 産 を行 な う とき の 平 均生 産物(AP)を,(i}

の 配 列 に対 応 させ て お の お の θ,k,θ 。,θ、、 で 表 わ せ ば,生 産 関 数(≡Qi)は

次 式 で示 され る。

Qi≡ Σ θjmij(2-18)
j

こ こで,j≡sk,u,sc;i≡1,…,n;Qi≡i番 目の 総 生 産 物;mij≡i

番 目の 生 産 物 の た め に投 入 され るjタ イ プの 労 働 量,と す る。 こ の と き 明 らか

に,次 式 が 成 立 す る。(T3)

θsc<Bu<θsk(2-19)

〔IV}各 労 働 者 は一 財 の み を 生 産 す る。 つ ま り,か れ は ア ウ タ ル キ ー で は な く、

市 場 の ご と き,な ん らか の 交 換 シ ス テ ム の一 員 た る こと で そ の生 存 が保 証 され

る。(T4)

ロ.こ の制 度 は次 の よ う な様 相 の 市 場 構 造 を なす 。(MS)

(i}企 業 は競 争 的状 況 下 で利 潤 最 大 化 を め ざす 。(MS1)

(ii　 この企 業 は唯 一 種 類 の生 産 物 を専 門 的 に生 産 ・販 売す る た め に,労 働 力

を 購 入 す る。(MS2)
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(uoこ の企業は労働の期待限界生産物相当の賃金率をすすんで支払う。

CMS3)

ハ.こ の制度のメンバーは共通の嗜好をもち,そ れは次の効用関数で示され

る。(U)

ロ
U=Amin(x;,.a)(2-20)

-i

ここで,Xi≡ 第i番 目の財の消費量;α ≡効用関数のパ ラメータ。(2-20)式

の示す ところは,あ る経済主体の効用が,外 生的に決まる飽和水準αまでは財

の消費の増加 とともに線形状に増加するものの,α に到達するや否や,そ の水

準で頭打ちとなることである。 さらに同式は,こ のようなn個 の財を利用する

経済主体の総効用が,そ 地 らの個別の財 に対す る効用の単純和であることも意

味している。

二.こ の制度は次の社会構造をもつ。(S)

(D当 該社会の中枢は,図6に 示すごとく,優 勢なカーストDと 劣勢なそれ

Nと に生来的に二分される。とはいえ,こ れら両カース トのいずれのメンバー

も,「 村八分」によりカース ト制から放逐される可能性をもつ。この可能性が

現実化すれば,カ ース ト外(Outcaste;以 下,0と 略称)に あるメンバーが

当該制度内で第三の集団を構成することとなる。(S1),'

(IDカ ース ト慣習(CasteCode)は 「職業選択の自由」を禁止 している。

すなわち,Dの メンバーはタイプ SKの みに就労でき,ま たNの それはUの そ

れにのみ就労でき,さ らに0に はタイプSCの 職務のみが準備されている。この

ように,人 的資源の自由な移動が禁止されている経済が,そ うでない経済(完

全競争市場)よ りもパ レー ト劣位にあること[命 題2-1]は 明らかである。

最後に,カ ース ト慣習は 「連帯責任制 ・連座制」を導入している。つまり,も

し消費者が,そ れを遵守せずに労働力を投入 した企業の生産物を購入すれば,

かれ自身 も「村八分」にあい,カ ースト外の第三の集団Oへ と放逐される。(S2)
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図6

注;D≡DominantCaste

N=NondominantCaste

O=Outcaste

〔k〕≡ カー ス ト制 度 の攪 乱 を.め ざ

す 部外 者 に よ る結 託

(}≡ 各 カー ス ト身 分 に提 示 され

る職 務

(iii}こ の制 度 の 全 員 は,カ ー ス ト慣 習 に 明 記 され た 次 の 「罰 則 」 を よ く理 解

して い る。 「も しカ ー ス ト慣 習 に反 す れ ば,村 八 分 によ り階 層0へ と放 逐 され

て,0相 応 の 職 務SCに 対 す る賃 金 しか え られ な くな る。」(S3)

〔b)定 式 化 一 モ デル の構 築

「(そ こで は)カ ース ト慣 習 が 遵 守 さ れ,い か な る構 成 員 もそ れ か ら逸 脱 す る

こ と によ って は,自 己 の利 害 状 況 を改 善 で き な い,経 済 状 態 」(Akerlof,1976,

p.611)と 定 義 され る カ ー ス ト均 衡(以 下,C一 均衡 と略 称。)は 次 の ご と く定

式 化 され る。

「定 理:上 記 の 前 提 の 下 で,W、 を カ ー ス トc(=D,N)の 賃 金 率,ま た

Piを カ ー ス ト慣 習 に違 反 して 労 働 力 を投 入 した企 業 の生 産 物 価 格,財1を 価

格1の ニ ュー メ レル 財 とす る。 さ ら に下 記 のパ ラ メ ー タ条 件 式 を設 定 す る。
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α 〈(θu一 θsc)1(1一 θsc1θsk)(2-21)

n>θsk1α(2-22)

この と き実 現 す る均 衡 状 態 にお い て,次 の 命 題 が 成 立 す る。

(i)WD=θsk,WN=θ 。[命 題2-6]

(II)カ ー ス ト慣 習 を遵 守 して 労 働 力 を 投 入 す る企 業 の す べ て の 生 産物 価 格 は

1で あ る。[命 題2-7]

(III)Outcasteは 存 在 しな い。Nタ イ プ の労 働 者 に は非 熟 練 職Uが,ま たD

タ イ プの それ に は熟 練 職SKが 与 え られ る。 匚命 題2-8コ

(iv)Dタ イ プ の主 体 の享 受 す る効 用 は θ,k,Nタ イ プ の そ れ は θ、で あ る。、

[命 題2-9]

(V)Outcaste向 け の 職務SCに 提 示 され る賃 金Wscは 高 高 θ、、で あ る。

[命 題2-10]

(VllOutcasteを 熟練 職SKで 雇 用 して,各 各 相 異 な る生 産物 を産 出す る,

k*社 の企 業 の 結託 は,次 の 条件 式 が 満 され る とき,こ の 均 衡 を崩 壊 させ る。

[命 題2-11]

k*>CB　 ‐BSS)/{a(1‐BSS/Bsk)}(2-23)Clbid.,p,613)

(c)分 析C一 均 衡 の コア 的 性 格(安 定 性)の 証 明

イ.証 明

「以 上 の5つ の 命 題 で 表 示 され た 状 態 が 外 部 環 境 の 攪 乱 に もか か わ らず,一

定 条 件 下 で は ロバ ス トに永 続 す る。」 と い う大 命 題[2-12]を 以 下 証 明 す る。

しか し,「 この カ ー ス ト制 度 は,㈱ 式 を 満 た さな い結 託 か らブ ロ ッ ク され な い,

す な わ ち コ ア状 態 にあ る。」 と い う 同値 命 題[2-13]を 具 体 的 に は 証 明 す る。

その た め に,(2-18)～(2-22)式 が 満 され た と して,ま ずNタ イ プの カ ー ス

ト ・メ ンバ ーが 結 託kに 参 加 した と き,次 いで カ ー ス ト外 のOタ イ プが 結 託 に

参 加 した とき,こ の 結 託 を主 宰 す る新 規 企 業 が 存 続 し うる か否 か,を 検 討 す る。

(1)Nタ イ プが 参加 した結 託kは カ ー ス ト制 度 を ブ ロ ッ クす るか?
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① 新 規 参 入 企 業 がNタ イ プに 対 してB　 に相 当す るWN以 上 の賃 金 率 を 提示

した,と 想 定 す る。 この と き カー ス ト慣 習 が 破 られ て,Nタ イ プ の少 な く と も

若 干 は 職務SKで 雇 用 され る はず で あ る。 それ ゆ え,こ の企 業 の労 働 者1人 当

り利潤(≡ 平 均 利 潤)π1に つ き次 式 が 成 立 す る。

n,=AR-AC=P・AP-AC

SP・Bsk-1・WN

P・BSg-1・B　

=PB sk‐B　 C2‐24)

た だ し,AR≡ 平 均 収 入,AC≡ 平 均 費 用,P≡ この企 業 の生 産 物 の相 対価 格 。

私企 業 の 存 続 の た め に は,平 均 利 潤 は非 負 で な けれ ば な らな い か ら,⑳ 式 よ

り明 らか に次 式 が 成 立 す る。

p≧ θu!θsk(2-25)

② と ころ が,カ ース ト慣 習 に違 反 した この企 業 の生 産 物 の価 格 が θ。1θ。k

よ り低 くな い ば あ い,こ の 生 産 物 へ の 需 要 は存 在 しな い こと[命 題2-14]を

背 理 法 に よ り以 下 証 明 す る。

まず,カ ース ト体 制 内 の あ る消 費 者 が カ ー ス ト違 反 企 業 か ら生 産 物 を購 入 す

る もの と仮 定 す る。 この と きか れ は,社 会 構 造 に関 す る 前提(S2)に よ り 「連

座 制 」 を 適 用 され,「 村 八 分 」 にあ い,Outcasteへ と放逐 され る こ と とな る。

そ れ ゆ え,市 場 構 造 に関 す る前 提(MS3)に よ り,か れ の予 想 賃 金 率 は θ、,相

当 とな る。 この と き もな おか れ は,技 術 構 造 に 関す る前 提(T4)に よ り,生 活

の 糧 を 市 場 を 介 して 調 達 せ ね ばな らな い。 か くて か れ は その 効 用 最大 化 の た め

の 予 算 θ、、を 配 分 して,カ ース ト違 反 企 業 の生 産 物 α単 位 を価 格Pで,ま た カ

ー ス ト遵 守 企 業 の そ れ(θ
、c一αP)単 位 を価 格1で 購 入す る こ と とな る。

この と きの か れ の 総 効 用U1は(2-20)式 よ り次 式 で 表 示 され る。

U1=a+(BSS-aP)C2-26)

それ ゆ え,(2-25)式 と(2-26)式 とか ら次 式 が成 立 す る。
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UlSa+{BSS‐aCB　 /Bsk)}C2‐27)

っぎに,(2-27)式 の右辺と,か れが連座制により村八分にあう以前の最低

賃 金 率 θ。 の 総 効 用U2と の 大 小 関 係 を 吟 味 し よ う 。 具 体 的 に は つ ぎ の 定 義 式

の 符 号 を 判 別 す る こ と と す る 。

D1-Uz-{a+BSC‐aCB　 ‐Bsk)}

eBu-{α+θsc一 α(θu1θsk)}

={(θu一 θsc)θsk-(Bsg‐Bu)α}!θsk

=D21(+}(2-28)「

た だ し,D2三(θ 一 θsc)θ 、k-(θ,k一 θ。)α(2-29)

こ こ で,D2の 符 号 の 判 別 に 先 立 ち,β を 次 の ご と く定 義 す る 。

β ≡(Bu一 θsc)1(1-B、c1θsk)

=θ
、k(θ。一 θsc)1(θ、k‐Bsc)〉 α>0(∵(2-21)式 よ り)

(2-30)

ま た,(2-29)式 中 の α を β に 置 き 換 え て,D3を 次 の ご と く定 義 す る 。

D3≡(Bu一 θsc)θ 、k-(θ,k-eu)β

e(θ 、k一 θ、c)β 一(θ 、k一 θ。)β(∵(2-30)式 よ り)

e(θu一 θsc)β

=(+)・(+)(∵(2-19) ,(2-30)式 よ り)

>o

こ の と き,(2-29),(2-30)両 式 よ り,明 ら か に 次 式 が 成 立 す る 。

Dz>Da>0(2-31)

さ ら に,(2-31)式 を(2-28)式 に 代 入 す れ ば,

DI=(+}1(+)>0

す な わ ち,U2≡ θ。〉 α+θsc-(θ 。1θ,k)α(2-32)

こ こ で,上 式 の 最 右 辺 は,(2-27)式 の 右 辺 そ の も の だ か ら,明 らか に 次 式

が 成 立 す る。
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U,<UZC2-33)

(2-33)式 の 意 味す る と ころ は,カ ー ス ト内 の 消 費 者 が 村 八 分 され る こ と を覚

悟 の うえ,カ ー ス ト違反 企 業 の生 産 物 を 購 入 す る こ と を 決 意 す る ため に は,そ

の価 格 がe。1θ 、kよ り低 くな けれ ば な らな い こ とで あ る。

③ か くて,そ の対 偶 と して,「 カ ー ス ト違反 企業 が 非 負 の 利 潤 を得 るべ く,

Nタ イ プ を職 務SKで 雇 用 して生 産 物 を θ。!θ、k以上 の 価 格 で 売 ろ う と して も,

カ ー ス ト体 制 内の 経 済 主 体 は そ の生 産 物 を 需 要 しな い 」 との 命 題[2-14]が

え られ る。 よ って,こ の企 業 は非 負 の 利 潤 を 得 る こ とは で きな い 。 す な わ ち,

この よ うな結 託 は カ ー ス ト制 度 を ブ ロ ック しな い。([命 題2-13],Q.E.D.1)

(IDOタ イ プが 参 加 した結 託Kは カ ー ス ト制 度 を ブ ロ ッ クす るか?

① 新 規 参 入 企 業 がOタ イ プ を 誘 惑 して結 託 に 参 加 させ,非 負 の 利 潤 を 得 る

た め に は,か れ を θ。、に相 当 の賃 金 率Wsc以 上 で雇 用 し,職 務SK(な い し少

な くと もU)に 就 か せ ね ば な らな い こ とは,上 述 の考 察 か ら明 らかで あ る。 こ

の ば あ いの 平 均 利 潤 π2に 関 して も次 の 不 等 式 が成 立 す る。

OSn2-AR‐AC=P・AP‐AC

SP・Bsk-1・WS」

=P・B
sk-1・BSS(2-34)

∴P≧ θsc1θsk(2-35)

② と ころが,こ の よ うな価 格 水 準 で は この生 産 物 へ の 需 要 が 存 在 しえ な い こ

と[命 題2-15]を 再 度,背 理 法 で 以下 証 明 す る。

まず,以 前の ケ ー ス と同様 に,カ ー ス ト゚体制 内 の 経 済 主 体 が この よ うな カ ー

ス ト違 反 企 業 の 生 産 物 を 購 入す る もの と仮 定す る。 その 結 果,か れ は 「連 座 制 」

に よ り 「村 八分 」 に あ い,Outcasteへ と放 逐 され るは ず で あ る。

この ば あ いの かれ の予 想 賃 金率Wscは θscに 相 当 す る。それ ゆ え,か れ は効

用 最 大 化 の た め予 算 θ。,を配 分 して,カ ー ス ト違反 企業 か らの生 産物 α単 位 を
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価 格Pで,ま た カ ー ス ト遵 守 企 業 か ら の そ れ(θ,c一 αP)単 位 を 価 格1で 購 入

す る こ と と な る 。 従 っ て,こ の と き の か れ の 総 効 用U3は 定 義 式(2-20)よ

り 次 式 で 表 示 さ れ る 。

U3≡ α+(θsc一 αP)(2-36)

か くて,(2-27)式 と 同 様 に して,次 式 が 成 立 す る 。

U3sa+BSS-a(BSS/B5k)C2-37)

っ ぎ に,(2-37)式 の 右 辺 と,か れ が 連 座 制 に よ り村 八 分 に あ う以 前 の 最 低

賃 金 率euの 総 効 用U4と の 大 小 関 係 を 吟 味 し よ う 。 具 体 的 に は つ ぎ に 定 義 式

の 符 号 を 判 別 す る こ と と す る 。

D4≡U4-{α+θsc一 α(θsc1θsk)}

=e
u‐{Gl'+θsc一 α(θsc1θ 、k)}

={(e
u一 θsc)θsk-(Bsk‐Bsc)α)}1θsk

=D51(+)(2-38)

た だ し,D5≡(θ 一 θ,c)θ 、k-(θ 、k‐Bsc)α(2-39)

こ こ で,D5の 符 号 の 判 別 に 先 立 ち,次 の ご と く定 義 さ れ たD6の そ れ を 判

別 す る 。

D6≡(θu一 θsc)θ 、k-(θ 、k一θsc)β

=(B u一 θsc)θsk-(θsk一 θsc){θsk(θu一 θsc)1(Bgg一 θsc)}

(∵(30)式 よ り)

●i

他 方 で,(2-30)式 よ り,α 〈 β だ か ら,

D5e{(+)一(+冫 α}>D6={(+)一(+)β}eO

∴D4eD51(+1=(+)!(+)>0

.°.U4≡ θu>α+θsc一 α(θsc1θsk)

(2-40)

(2-41)

ここで,上 式の最右辺は(2-37)式 の右辺そのものだか ら,次 式が成立する。

Us<UnC2‐42)
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(2-42)式 の意 味す る と ころ は,カ ー ス ト慣 習 に 違 反 して0タ イ プに 職務SK

を課 す 企 業 の生 産 物 を,村 八 分 に あ う こと を覚 悟 の うえ で 体制 内 の 経 済主 体 が

購 入 す るた め に は,そ の 価 格 が θ、。1θ、k以 下 で な けれ ば な らな い,と い う こ

とで あ る。

③ か くて そ の 対 偶 と して,「 カー ス ト違 反 企 業 が 非 負 の 利潤 を うるべ く,タ

イ プ0を 職務SKで 雇 用 して 生 産 物 を θsc!θ,k以上 の 価 格 で売 ろ うと して も,

体 制 内 の 経 済 主体 は これ を 購 入 しな い 」 との 命 題[2-15]が え られ る26。 よ

っ て,こ の企 業 は非 負 の利 潤 を う る こ と はで きな い。 す な わ ち,こ の よ う な結

託 は カ ー ス ト制 度 を ブ ロ ック しな い。([命 題2-13],QE.D.2)

(酌C一 均 衡 を攪 乱 す る結 託 の条 件

上 記 の 諸 前 提 に も か か わ らず,カ ー ス ト制 度 の存 続 を 脅 か す 結 託 が 存 在 しう

る。 い ま,こ の 結 託 に参 加 す る企 業 数 がk*で あ る と して,そ れ らが0タ イ プ

の 労 働 者 に θ、。相 当の 賃 金 率 を提 示 し,そ の生 産 物 を θsc!θ,kの 価 格 水 準 で

販 売 した とす る。 この 生 産 物 を 購 入 す る経 済 主 体 の期 待 効 用 は,

Min(θ 、k,θs、-k*α θs,1θ、k+k*α)(2-43)

とな る27。 明 らか に,同 式 が θ、よ り大 とな るの は,

k*〉(B　 ‐BSS)/a(1‐BSS/Bsx)(2-23)

で あ るば あ い で あ る。

この ば あ い,Nタ イ プ は カー ス ト違反 企 業 の 生 産 物 を 購 入 して,た とえ 「村

八 分 」 され よ う と も,カ ー ス ト慣 習 を遵 守 して いた ば あ い よ り も多 くの 効 用 を

う る こ とがで き る。 この よ うな効 用 の か さ上 げ は,θ 、c相 当 の 賃 金 率 しか え ら

26)こ のカース ト違反企業 が,0タ イプを職種Uで 雇用 したばあい ,(2-19),(2-34)

両式か ら明 らかに,θsc1θsk<θ,,1θ 、≦Pだ か ら,最 低価格水準は引 き上 げ られね

ばな らない。 よ って,Nタ イプが そのよ うな生産物 を購入する可能性は一層あ りえな

い。

27)'条 件式(2-43)の 導 出 過程 につ き数学注 を参照 ぜよ。なお,そ の導 出に際 して末

廣英生氏の教示をえ た。
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れない0タ イプにも当該生産物の購入により可能である。かくて,こ のような

企業の結託は0タ イプの労働者 とNタ イプの消費者を取り込むことで存続で き,

結局既存のカース ト制度をブロックす る。(匚命題2-11]:Q.E.D.)

ロ.C一 均衡の安定性のための具体的な三条件

このようなC一 均衡にある社会経済制度が他の結託にブロックされない一

ロバス トに存続す る 具体的な条件を以下 ,3つ 列挙 で きる(Akerlof,

1976,p.615)0

(1}多 数のメンバーからなる結託の結成が困難なばあい。結託を組むに して

も外生的条件 により少数のメンバー しか結集できないとき,つ まりKを さほど

大きくできないとき,新 たな結託がC一 均衡をブロックしうる不等式(2-23)

の成立す る可能性は小,つ まり1日体制が覆される可能性は小さい。

(illC一 均衡にある社会経済制度 との交渉・取引が不可欠であるばあい。この

条件は,飽 和水準αが低い程,(2-23)式 の成立する可能性も小となることか

ら導出される。 このばあい,経 済主体の各財へのニーズが相当程度小さく,そ

れゆえC一 均衡状態下の既存の企業が社会経済制度全体の維持 ・存続のために

相対的に十分の貢献をな している。かくて,そ の給付内容一 制度のもたらす

成果の質 一 のいかんを問わず,少 なくとも短期的にはこの旧体制 は存続する

であろう。

(iiDこ の結託の結成のコス トが大 きいばあい。これは,上 記の条件(i　か ら

の必然的帰結である。なぜならば,結 託の規模が大きいとき,そ の構成員の統

合 ・調整のために少なからぬコス トがかさむことは明らかである28か らであ

る。 このような結託はたとえ発生 したとしても,そ こでえられる便益が相対的

に大きくないかぎり,永 続の可能性は小さいであろう。

28)組 織の メンバ ーが増 加す るにつ れて,メ ンバ ー間に張 りめ ぐらされる情 報伝達 網は

幾何級数 的に増加す る。 くわ しくはた とえば,丸 山,1988,17ペ ー ジをみよ。
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皿.保 険市場 における 「シグナ リング均衡」 と

「カース ト均衡」 仮 説の提示

本章では,前 章でえ られたいくつかの定理 ・命題が保険市場でも成立するも

のとして,こ れらにより説明されるであろう具体的な現象を列挙 したい。ただ

し本稿では,「 情報の経済学」の成果が保険産業組織 にも援用できるであろう,

との先験的確信のもとで若千の仮説を定立するに留まる。もとより,現 実にこ

れ らの仮説が支持されるのか否かは,十 分な資料に照らして判定されるべきで

ある。 しか し,社 会科学の発達に,同 語反復(Tautology)に よる演繹法も、

理論の裏づけのない帰納法 も,そ れ自身のみでは有用だとはあまりいえない。

いまわれわれが必要 とす るのは,構 造的に類似 した経済制度の分析のための,

論理矛盾のない最新の枠組みを保険制度 にも積極的に類推援用すること,す な

わち演繹 と帰納 との適切な組合せ,で あろう29。

皿1.1.シ グナリング均衡といわゆる 「夕一ン・オーバー」現象

A.労 働市場の搆造と保険市場の構造とのS一 均衡をめぐる対応関係

以下,労 働市場 と保険市場との1:1対 応が可能か,ま たそのばあい保険市

場のどこで 「S一 均衡」が存在するのか,検 討す る。

イ,保 険市場のある側面が,上 述 した労働市場の様相に少なか らず類似 して

いることは容易に理解できよう。

いま,保 険市場の現実を単純化して,あ る一人の保険契約者(あ るいはほぼ

同一水準の企業評価能力をもつ保険需要者集団)に 対 して,経 営成果の最高の

保険企業L,そ れが2番 目に高い保険企業M,さ らに限界保険企業Sと の3社 炉競

争 しているものとする。ところが,保 険需要者は,保 険企業が高度の保険数学 ・

29)そ の 理 由づ け と して,高 尾,1987b,と くに ユ39-42ペ ー ジを み よ 。
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統計学により設計した無形財(保 険商品)の 品質を評価することが決 して容易

ではない一 情報の偏在。

このばあい,保 険需要が喚起される大前提は,免 許主義による保険市場への

参入規制のため,支 払不能(Insolvency)の 危険がありえないとの信認が,

金融機関のばあい30と 同様に,既 存企業の実績により形成 ・維持されることで

ある。実際,そ のために保険市場では実質的な価格カルテルが容認されるとと

もに,再 保険 ・共同保険網,損 保VANな どが構築されている。このことは,

保険企業が連携 して,信 認という 「共同生産物」を創出してい'ることを意味す

る。このような状況下で,具 体的に契約すべき個別企業が特定化されるのは,

その信認への貢献が最大だと保険需要者が主観的に判断したためであろう。逆

に,そ のような判断に保険需要者を導 くべ く,保 険企業は所定の経営資源を投

入するであろう。具体的には,L社 はM社 との差異をあらわにするべ く,逆 に

M社 はL社 との差異を解消す るべく,過 当な競争意識をもち行動 しようとする

のに対 して,S社 は企業体力に相応の(マ イペース型の)行 動に甘ん じるであろ

う。

ロ.以 上のごとき素描か ら,労 働市場でr良 質な労働者間での自己売 り込み

競争」という現象をもたらす諸要素の関係 と,保 険市場で 「有力保険企業間で

の契約者か らの信認獲得をめぐる競争」についてのそれとが,1:1に 対応す

ることが推測される。 この様相は,次 式のごとき関数によって,単 純明快に表

現できる。

fX-一 一一 →Y (3-1)

こ こで,

30)金 融機 関に対す る公 的規制(免 許主義)が 「信認」の維持にあ ることにつ き,池 尾,

1985,第7章 をみよ。
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x≡ 労 働 市 場 に 「S一 均 衡 」 を もた らす 諸 要 素(X;;i=1,…,n)

の集 合(ベ ク トル)

X1≡ 使 用 者;X2≡ 労 働 者;X3≡ 共 同 生 産 物;X4≡ 良 質 な労 働 者 間

の 自己売 り込 み 競 争

Y≡ 保 険 市 場 にrS一 均 衡 」 を もた らす 諸 要 素(yi;i=1,…,n)

の集 合(ベ ク トル)

yl≡ 保 険 契 約 者;y2≡ 保 険 企 業;y3≡ 保 険 制度 全 体 に対 す る保 険

契 約 者 の 信 認;y4≡ 大 手 保 険 企 業 間 で の顧 客 を め ぐ る争 奪

f≡ ベ ク トルXを ベ ク トルYに1:1対 応 させ る ル ー ル(写 像)

B。 仮説の定立

少なくとも理論 レベルからはS一 均衡にあるものと予想される315つ の保険

現象を以下,挙 げる。

且1.外務員の大量投入 ・大量脱落(「 ターン・オーバー」現象)

「保険の買手が保険企業の給付能力を正確に評価できないばあいは,で き

るばあいよりも,大 量の外務員が買手か らの高い信認の獲得のために投入

される。」[仮 説1]32

H2.過 剰広告

「保険の買手が保険企業 ・保険サービスについて正確な情報を獲得 ・処理

できないばあいは,で きるばあいよりも,そ の存在を強 く印象づけるべ く

過剰な宣伝 ・広告がなされる。」[仮 説2]33

31)た だ し,第2章 の脚注 の22で 指摘 した ごとく,S一 均衡が即,「極端 な分離均衡」 で

あるとは限 らない。 いず れにせ よ,保 険市場にあ りうべ きS一 均衡が いず れの類型 に

あるのかは,事 実 によ り確 認 されねばな らない。

32)そ の実態 につい ては次 を参照せ よ。水島,1988a,182-4ペ ージ。

33)企 業一般 につい ても この仮説2が 成立 しうることにっ き,丸 山,1988,142-3ペ ー

ジ,注21を みよ。なお,流 通 営ステム論では,広 告を企業の市場 「支配 力」維持 の手

段 とみなす 「支配力」仮 説 と,そ れを消費者への商品 「情報」の提供手段 とみなす 「情

報」仮説 とが並存 して い る。た とえば,M.E.Porterに よれば,① 最寄 り品のばあ
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され て い な い に もか か わ らず,情 報 偏在 下 で は,契 約 者 配 当 率 に関 して,

H3.過 剰 サ ー ビス(厂 面 倒 見 の よ い保 険 」34の 乱 開発)

「保険の買手が保険企業 ・保険サービスについて正確な情報を獲得 ・処理

できないばあい,で きるばあいよりも,保 険取引上本来不必要なサービス

を付帯させた保険商品を一層頻繁に開発す る。」[仮 説3]35

い,消 費者は深索に伴な う取 引費用節減 のため,広 告 に頼 りが ちで,そ れ ゆえ製造業

者の市場支配力が強 くな り,実 際 に広告 費/売 上高比率 と製造業利潤率 との間に順相

関が確 認 され,そ れゆえ 「支配力」仮説が支持 され る。 これに対 して,② 非最寄 り品

については,消 費者は広告よ り小売業者の情報を信頼す るか ら,小 売業者の市場支配

力が強 く,① の ごとき相関は果 して確認 されず,結 局 「情報」仮説が支持 される。 く

わ しくは,小 川,1988,と くに,第2章 。 この解釈を単純に保険市場 に援用す るとお

そ らく,「情報」仮説が採択 され よう。なお,わ れわれは,経 済財 と しての保険サ ービ

スが現実 には社会 経済構造 とともに,わ が国独 自の文化構造の影響を強 く受 けて いる

ことを見落 と してはな らない。わが国の某損保が本社内に 自前の美術館を併設 し,高

価 な美術 品を競 り落 とすご ときは,0.E.Williamson流 の 「経営者の裁量 的行動」が

同様に可能 なはずの外国では余 り見聞 しない ことであ るとすれば,こ れ らの現象 は,

日本文化 のゆ えに認 知されがたい損害保険経営の環境 改善のための文化 厂合理 的」選

択 と も解 され よ う。

34)1987年5月19日 付 けの保 険審議会 答申は,損 害 保 険の一層の普及のため に,よ り

「面倒見 のよい」保 険の開発が急務 だ と した。 しか しここでの問題点は,「 面倒見」

をよ くす るあま り,「 高付 加価値 商品」のみが残 留 し,必 然的に高料率 とな り,そ の

普及 に逆行 しかねないこ と,単 純 明快で低料 率の 「か けすて」保険の利用可能性が狭

め られ ることで ある。実 際,純 粋 に火災 のみ担 保 した 「普 通火 災 保 険」(Straight

Fire)は 担保範 囲を拡大す るかたちで,い まや 「発展的に」消滅 してい る。

35)こ の種の過剰 サー ビスの発生メカニズムの一つの解 釈は,い わゆ る 「抱合せ」販売

で ある。売行 きは良 くないが,利 鞘が稼げる商品を売 り込むばあい,人 気があ り,赤

字幅の さほど大 き くない商品 と抱き合 わせる商法が往往に して採用 され る。マーケティ

ング論では,「 間接販売能 力」(ProductSalience)を もつ後者を 「客寄品 ・目玉商

品」(TrafficBuilder)と い う(小 川,1988,第2章)。 要す るに,目 玉商品の もた ら

す 「「客が店 に足を入れた」という財産に他の収益商品がただ乗 りを して売行きを伸ばす」

(伊丹敬之,『 経営戦 略の論理』,日 本経 済新 聞社,1980年,245ペ ー ジ)こ とで,い わ

ゆ るシナージ効果 を享受 しよ うとい うので ある。 わが 国損保 業の最近の,「示談代 行サ

ー ビス」つ き自動車保険(通 称
,SAP・PAP)の 発売,積 立 型長期 商品(通 称,長

総 ・積 ファ ・積傷 ・積女 など)へ の 注力はこの文脈で 理解で きよ う。 しか し,前 者の

問題点は,保 険料負担以外の 費用を他者,と りわけ保 険団体 および社会全 体に転 嫁す

ることに よる被保険者本人 の増長,つ ま り心理 的危険事情(MoraleHazard)の 劣
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H4.「 以上のいずれのケースにおいても,保 険企業の質(給 付能力の確実性 ・

信頼性)に ついての情報が当事者間に偏在する。従って,保 険市場が他の

条件(た とえば,カ ルテル体制の容認)に より,価 格競争の代理変数 とし

て非価格競争を過剰に推進 しているとすれば,情 報偏在は以上の効果の累

積を介 して,こ の種の競争を緩和することはな く,む しろ一層促進するで

あろう。」[仮説4]

H5.「 限界保険企業は保険市場内での企業間競争に際 し,情 報偏在の有無にか

かわらず,そ の体力に相応の外務員あるいは宣伝 ・広告資源を投入する。」

[仮説5]36

皿.2.カ ース ト均衡 と 「保険ムラ」的思考

A.カ ース ト社会の構造と保険市場の構造とのC一 均衡をめぐる対応関係

第2章 で明記 したごときC一 均衡がロバス トに存続する三条件が,保 険市場

にも妥当するか,を 以下検討 しよう。

イ。既存の保険市場の攪乱をめざして,部 外者が大挙 して新規参入すること

は制度的 ・技術的障壁により少なからず困難である。まず,安 定 した経済運営

のための 「潤滑油」の役割を付託された保険制度には,程 度の差があるものの,

化 によ り,外 部不経済が惹起 され うる ことで あ る。 また,後 者のそれは,税 制上 のル

ープ ・ホール(積 立型長期損保商 品の ばあい
,満 期が5年 以下で も,償 還差益が5Q万

円以下な らば,い まなお課税対象外,す なわちいわゆ る 「マル優」制度が実質 的に残

存 してい るの に対 して,類 似商 品の一 時払い養老生命保険 ・ビッグ ・ワイ ド ・ハ イジ

ャンプ等が課税 され,イ クオール ・フ ッテ ィングが 図 られて いない。)を 逆 用 しな が

ら,損 害保険事業の免許付与 の根拠 と考 え られ る 「か けすて」保険思想の定着へ の貢

献がお ろそか となることで ある。 これに関 して は,前 川(1988),水 島(1988b),高 尾

(1987a)を 参照せ よ。要す るに,準 公共財産業 と しての保険業 のばあい,私 企業が本来

もつはずの フリー ・ハ ン ドを無制限 には行使で きないといえよ う。

36)こ の仮説5の 具体 的な検定方法 として,「 企業 規模 に対する ター ン ・オ ーバ ー現象,

過大広告,過 剰サ ー ビスの量 の弾力性が1よ りも有意 に大で ある」との仮説5'を 確認

す ることが考え られ る。
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公的規制が不可避的である。現在,保 険規制が最も緩いイギ リスです ら,新 規

参入に際 し当局の事業認可を要する37。 次いで,新 たな結託がこの認可をえた

として も,こ の結託の背後でそのメンバーは,大 数の法則が十分に働 きうるほ

どの多数人か らなる保険団体を構築する必要がある。それゆえ,既 存の保険制

度をブロックする結託があえて編成 される可能性は大 きくない。よって,保 険

市場に醸成された慣行 ・文化が長 らく維持される可能性は大である38。

ロ.日 本人の保険に対する飽和水準はさほど高くな く,既 存の保険市場がそ

のニーズの大半を吸収 している可能性は大である。田村(1978)と 森宮(1984)

との実証研究によれば,経 済法則が本来容易に貫徹するはずの企業保険におい

てすら,わ が国固有の文化により過小評価されている。いわんや,家 計保険の

ばあい,本 来的な意味での保険である 「かけすて」保険のわが国での普及率が

経済先進国群(つ まり付保対象になりうる国富が十分に大である諸国)中 で有

意に小であ り,し かも,そ の既契約の相当部分は,保 険契約者 と代理店 ・外務

員との間の非市場的契機によるいわゆる 「無理 ・義理」契約により創出された

ものといって も過言ではない。

このような状況下で新規に結託を形成することは決して不可能ではないに し

ても,そ ρ順調な存続を期待することは少なからず危険であろう。よって,そ

の市場成果のいかんをとわず,現 状が維持される可能性は小さくない。

ハ.既 存の保険市場を改変すべ く,新 たな結託を形成するにしても,そ の運

営費用は相当にかさむであろう。なぜならば,そ のばあい,形 成のための一般

的な維持 ・調整費用の他に,保 険固有のノウハウ,と りわけ保険数理業務 ・損

害査定業務の蓄積費用をその結託に参加するメンバーは負担せねばならないか

37)そ の経過につ いては以下を参照せ よ。 カーター,1984,22-8ペ ージ。

38)カ ース ト破 りにたいす る強い制裁制度(「 村八分」)に より維持 される 「カース ト均

衡」領域 は,他 の結託に ブロ ックされ ない(外 部か ら攪乱 され ない)か ら,コ アの状

態にあ る。一般的 に,ヨ ラあ存在苛能嶺咳 ほ当該廟度 あ参茄看薮 あ増夫 と εも1と緒示

していき,つ い には完全競争市場の均衡 厂点 」に収束す る。 くわ しくは,林,1984,
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らである。わけても,後 者の費用を もたらすインプットの特異性は強く,従 っ

てその転用性にも欠けるから,そ のような結託形成のリスクは決 して小 さくない。

それゆえ,あ えて既存の保険市場へ新規参入を意図する経済主体は相対的に少

な く,こ の点からも現行制度の維持 される可能性が大きい。

B.仮 説の定立

以下,少 なくとも理論 レベルからはC一 均衡にあるものと予想される3つ の

保険現象を挙げる。いずれ も,当 事者間に情報が偏在 している39こ とがC一 均

衡の根元にある点を再確認すべきであろう40。

且6.中 小保険企業の経営戦略策定における他律性 一 バンド・ワゴン効果

「旧来の市場秩序を攪乱 して,既 存の契約者を自己の陣営に誘引 しようと

もくろむ新規参入者の成功の見込みが低いばあい,劣 勢(Undominant)な

企業群は,業 界に既成の行動規範に即 して,優 勢(Dominant)な 企業群に

追随するであろう。」[仮 説]41

H7。大企業による,市 場性に乏しい商品の設計 ・下位企業の斬新的アイデアへ

108-11ペ ー ジ。都銀か ら信金をふ くめ3桁 の参加者か らなる金 融市場 に比べ,生 損保

ともど も20数 社か らな る保険市場で,カ ース ト均衡状態 にあるコアは相対 的 に広い,

っ まり 「低位平準化」 の可能性は大であ ろう。 この点 は,今 井 薫氏 との議 論 によ る。

なお,ア カロフのカース ト均衡条件 と野 口(1974)の 自己束縛条件 とは,大 枠において

同様の論理構造 を もつ もの と予想 され る。

39)よ り具体的には,「 戦後危機 の克服 のために,… … 行 政の実 質的介入を認 め,そ の

保 護の もとに協調体制を推進 して きた保 険経 営者(は)… … 船 団体制の居心地の良 さ

に安住 しつづ けた(。)… … その結果 と して,独 特の閉鎖社会 一 保険ム ラー がう

くり出された。ム ラの方言や文化 にな じまない部外者 に とって は,そ の実相 の把握 は

困難 となる。」(水 島,1988,177ペ ージ;()内 は引用者 による。)

40)Cf.Akerlof,1976,p.616.

41)高 尾(1987a)は 経 営 成 果 が さほど良好 とはいえないに もか かわ らず,一 部の中小

損保企業以外は大手企業 の経営戦 略を漫然 と模倣 してい る可能性が大 きい ことを明 ら

かに した(と くに64ペ ージ,注26)。 さ らに,損 保業界 は,,「 自社がや らな い自由な

らまだ しも,他 社 にもや らせ ない自由がまか り通 る特殊な業界」(大 澤他,・;,16ペ

ー ジ)だ との実 務家の指摘 に留意すべ きであ る。
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のフリー ・ライ ド行動

「旧来の秩序が堅持される可能性の大きい市場で覇権をもつ保険企業は,

自らの市場影響力を,革 新的な商品開発を介した全体経済の厚生増によりも,

その地位に賦与された既得権益に甘ん じた個別経済の厚生増に行使するで

あろう。」[仮 説7]42

H8.生 命保険配当率の決定における水島(1988,177ペ ージ)の いわゆる 「集

団論理」の貫徹

「損保業 と違い生保業のばあい,料 率カルテルへの参加を法制により強制

グループ内での横並び意識はヨリ強 くなる。」[仮 説8]43

か くて,ア カロフによる理論モデルか ら導出された以上の8仮 説の真憑性が

確認されれば,「 保険市場で情報が偏在するばあい,そ うでないばあいよりも

資源の非効率利用あるいは浪費が一層強化される」,との[命 題3-1]が 支持

されることとなる。

42)東 京海上 は1986年 春に 「ワンワン健康保険」を発売 した。その保険の 目的は,① 首

都 圏内の,② ジ ャパ ンケ ンネルク ラブ会員の飼 う,③ 生後 四ケ月以上で 四歳未満の純

血統書付の,犬 に限定される。またその給付 内容は,飼 犬が けが ・病気で獣医の治療

を受 けたば あいに,自 己負担額1万 円を控除 した治療 費の70%で ある(朝 日ジャーナ

ル;1986.6.27)。 このよ うな保 険商品が市場性 に富 むとは決 していいが たいで あろ う。

他方,中 小損保の第一火災 ・共栄火災が1963年 に開発 した画期 的商品 「満期 戻 し長

期火災保険」(前者の商 品名:火 災相互保 険,後 者 のそれ:建 物更新保 険)は,5年 経過

後 に認可 され た大手損保 の類似商品 「長期総合保 険」 によ り追随 され,そ の市場 占有

率を少 なか らず食わ れることとな った。 とまれ,こ こで は企業格差 を縮 める原資 とな

ったであ ろう創業者利益(パ テン ト料)が 十分 に支払 われ たとはいいがた いで あろう。

このよ うな状況下で は革新的商品の開発への インセ ンティブが削がれ たり,同 一 目的

への重複投 資が余儀な くされ るため,当 該市場の 「進展」が遅れた はずで ある。 この

点につき,Arrow(1974;Ch.6),野 口(1974),高 尾(1989b)を み よ。

43)1989年 度 決算で,生 保25社 は9グ ル ープに分 け られ,こ の うち上 位 社を中心 とす

る12社 のグループ の配当利回 りと実質 事業費 とは一律水準であ る。(出 所:日 本 経 済

新聞,1989。8.22.朝 刊)。とまれ,低 配当生保(Undominant)の 存続のため,配 当支

払 い基準 は未公 表で ある。中間法人の扱いを法制上受 ける相互会社の企業形態を とる

生保 のばあい,財 務 内容 を公表す るに及ばない こともあいま って,生 保 商品はいわば

「ブラ ック ・ボ ックス」 となる。
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N.結

以上での考察の要約 と残された課題とを箇条書きしよう。

1.保 険市場の成果が良好 とはいいがたいことの主因として,実 体的監督主

義 に根ざす厳格な公的規制 一 従って,政 策的には規制緩和の必要性44

が従来,指 摘されてきた。 これに対して,ア カロフ ・モデルの援用により,同

様の帰結をもた らす別の論理が情報偏在に関連 して存在 していることが明らか

となった。 しか しより正確にいえば,列 挙 した仮説は検証されたわけでなくむ

しろ提示されたに留まる。従 って,こ れら複数の論理のいずれが保険市場の現

状 にどの程度貢献 しているかの解明は,今 後の課題である。

2.情 報偏在による資源浪費の1つ の因果経路は,選 択される財貨の質が学

歴のごとき 「短期的活動成果」で評価 されるばあいに,そ の品質表示の 「水増

し」のための画策をめぐり過剰競争が起 こる(シ グナ リング均衡),と いうもの

である。

3.い ま1つ のそれは,選 択 される財貨の質がその 「出自」で評価されるば

あいに,革 新のインセンティブが削がれることで市場の活性度が維持されず,

それゆえ価格機構が円滑に機能 しない結果 として資源の誤配分がおこる(カ ー

ス ト均衡),と いうものである。

4.保 険市場における第1の 因果経路は保険企業と保険契約者との関係にお

いて存在 しうる。つまり,不 十分な企業評価 ・商品選択力 しかない潜在的な保

険需要者に対 して,そ の供給者が歪曲した,あ るいは誇張 した品質情報(ノ イズ

で汚染されたシグナル)の 発信のために,本 来不用の資源が投入される可能性

がある。

5.保 険市場における第2の それは主 として保険企業間に存在 しうる。つま

44)近 年 の そ の急 先 鋒 と して,Finsinger(1983a;1983b)が あ る。



保険産業組織にお ける 「ター ン ・オ ーバー」現象 と 「ム ラ」的思考の経済分 析39

り,い わゆる 「保険ムラ」とも評される閉鎖的業界において暗黙に醸成 された

役割分担から逸脱するばあい,「 制裁」が下されるため,保 険企業は現状維持

に甘んじる。従 って,保 険市場を包摂する外部環境の変化にもかかわらず,そ

れに即応するべ く保険企業の保有する資源を有効に利用 しようというインセン

ティブをさほど強 くもたない。

6.と まれ,ア カロフ ・モデルは,従 来の 「光学顕微鏡」(ミ クロ経済学)

の解像力では視野に入らなかった細部を見透す,「電子顕微鏡」に例えることが

できる。われわれがこの道具で保険市場を正確に観察 しているのか否かの判断

は,上 述の仮説の検証結果にまたなければならない。

数 学 注:

条 件 式(2-43)の 導 出 過 程 は次 の とお り。

い ま,カ ー ス ト内 の あ るNタ イ プが カ ース ト違 反 企 業 か ら財 を購 入 した とす

る。 この と きか れ は,カ ー ス トの 掟 によ りOutcasteに 放 逐 され,所 得 は θsc

へ と減 少 す る。 それ ゆ え,か れ は,N種 の 財 の う ち,k*種 の そ れを,カ ース ト

遵 守 企業 の 価 格1よ り安 い θ、c1θ、kで 違 反 企 業 か ら購 入 し,そ れ 以 外 の 財 は

遵 守 企 業 か ら購 入 しな けれ ば な らな い。 よ って,か れ に とって の課 題 は次 の ご

と く定 式 化 され る。n
MaxΣMin(Xi,α)(M-1)
Xl・ 噛・Xni=1

k'n
s.t.Σxi(θsc1θ 、k)+Σxi・1=θsc(M-2)

i=1_,*i=k+ユ

明らかにこの解は,財iか ら財k*ま で の価格がそれ以外の財のそれより

安いから,ま ず飽和量α単位を限度として前者を購入 し,次 いで残額があれば

財k*+1か ら財nま でを購入する,と いうものである。

以下,こ の残額の有無によりケース分けして,か れのえる効用を算出する。
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(イ)θsc<k*α(θsc1θ,k)つ ま り θ,k!α〈k*の ケ ー ス;(M-3)

この と き,か れ は財1か ら財kの 購 入 に 所 得 θ、、 を 全 額 支 出 す る。

以 下,そ の 証 明 を 背 理 法 で行 な う。

いま,最 適 解 を(x1*,…,Xkk*,Xk+1*,…,x。*)(M-4)

と ベ ク トル 表 記 す る。

1…k*k*十1…n

この と き,(α,…,α,0,….0)の 状 態 は実 現 不 可 能 で あ る。(た だ し,ベ

ク トル 成 分 の 上 部 の添 字 は,前 述(T2)に よ り当 該 財 の識 別 の ため 与 え られ る

番 号 で あ る。)な ぜ な らば,条 件式(M-3)よ り,次 式 が 成 立 す る か らで あ る。

k辱n
Σ α(θsc!θsk)+Σ0・1>θs、
i°1i=k*+1

よ っ て,も し も

ヨxj*>Ofor 、k*+1≦j≦n(M-5)

な ら ば ヨXi*〈 αfor1≦i≦k*

こ の と き,Xj*を 減 少 さ せ,か つXi*を 増 大 さ せ た 状 態,

(X1*,…,。 、*+d,… 、X、 ・門 。、・+さ,…,・j*-d・ ・,Xn*)

は そ れ 以 前 よ り も パ レ ー ト優 位 と な る 。 だ が,こ の こ と は,前 提(IUI-4)と 矛

盾 す る 。

す な わ ち,前 提(M-3)が 成 立 す る と き(M-5)は 成 立 せ ず,そ の 排 反 事 象

つ ま り 次 式 が 成 立 す る 。

x;*=Ofork*+ISyjsn

すなわち,か れは予算の全額をカース ト違反企業の財の購入に充当 しつ くす。

CQ.E.D.)

ま た,か れ が う る 効 用 は 定 義 式(2-20)に よ り,所 得 θ、。の 全 額 の 支 出 に よ

り 価 格 θ、、/θ 、kで 購 入 さ れ る 財1か ら財k*ま で の 量 で 算 出 さ れ る 。 つ ま り,

θsc!(θsc1θsk)〒 θsk(M-6)

(ロ}θ 、c≧k*α(θsc1θ 、k)つ ま り θ、k1α ≧k*の ケ ー ス:
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この ケ ー ス は(イ)の そ れ の 排 反 事 象 だ か ら,か れ は財1か ら財k*の 購 入 だ

けで は所 得 θscを 使 い 切 れ ず,残 額 を 他 財 の 購 入 に必 ず 充 当す る。 この と きの

か れ の効 用U(k*)は,再 度(2-20)式 に よ り次 式 の ご と く示 され る。

U(k*)={θs、-k*α(θ 、c!Bsk)}+k*α(M-7)

.'.UCO)=BSS,UCBSk/a)=Bsk>U,Ck*)zO

他 方 で,ケ ー ス分 けの 臨 界 点k*(=θ 、k1α)は,条 件 式(2-22)よ り,n

よ り小 で あ る。

結 局,か れ の期 待 効 用 は,こ の臨 界 点 よ り左 方 の領 域 で は(M-6)式 で,ま

た その 右 方 で は(M-7)式 で示 され る。 この こと を一 括 して 表 示 した もの が,

(2-43)式 に他 な らな い。

C1989.10.2)
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